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自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて 

 

 

平素は当協会の業務運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、昨年６月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」（令和

7年法律第 60号。以下「改正法」という。）による改正内容の一部が本年４月１日か

ら施行されることとなっており、この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を

行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定となっております。 

改正法は、違法「白トラ」を行う者に関する従前の取扱いを変更するものではあ

りませんが、今般、国土交通省において、特に個人事業主による自家用ダンプカー

の利用が多い建設現場等における混乱が生じることのないよう、自家用ダンプカー

の貨物自動車運送事業法における取扱いを明確化することとし、建設系関係団体及

び地方公共団体等に対し、別添のとおり通知が発出されました。 

つきましては、本趣旨をご理解のうえ、貴協会傘下の建設関係の運送を行っている

会員事業者及び貴適正化事業実施機関の適正化事業指導員に対し周知徹底方をお願

い申し上げます。 

 

 

（添付資料） 

①国土交通省事務連絡「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱い

について」 

②違法白トラ対策用チラシ 

③荷主向け改正法周知リーフレット 
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